
千葉市職員措置請求（２０千監(住)第１号）に係る監査の結果について 

 

 

１ 請求人   千葉市中央区中央３－１５－６ 渚法律事務所内 

        市民オンブズ千葉 代表幹事 漆原  勉 

同    村越 啓雄 

      

２ 請求日   平成２０年４月２日 

 

３ 請求内容  

（１）平成１９年４月８日に実施された市議会議員選挙（以下「本件選挙」という。）におけ

る小川智之議員、川村博章議員及び小梛輝信議員（以下「３議員」という。）の選挙運動

用自動車の燃料代（以下「燃料代」という。）について、合理的な使用量を算定し超過分

を返却させるよう市長に勧告すること。 

（２）市公費負担条例（以下「条例」という。）は実態から乖離した条例であるので、早急に

改正するよう市長に勧告すること。また議長にも要請すること。 

 

４ 対象事項 

本件選挙における３議員に対する燃料代の公費負担が、違法又は不当な公金の支出であ

るか否か。 

また、本件選挙における選挙運動用ポスター代及び一般乗用旅客自動車運送契約による

選挙運動用自動車の使用（以下「ハイヤー・タクシー方式」という。）に係る公費負担が、

違法又は不当な公金の支出にあたり、そのため条例改正が必要であるか否か。 

 

５ 監査結果 

（１）結論 

本件選挙における３議員に対して公費負担がされている燃料代については、その全額

が返還されたので、請求人の主張はその理由が失われている。 

また、選挙運動の公費負担に係る条例改正の請求については、住民監査請求としては

不適法である。 

（２）理由（要旨） 

ア 燃料代の支出について 

監査対象とされた燃料代の３議員に対する公費負担については、その全額が燃料供

給業者から市に返還されたことが確認された。 

  イ 選挙運動の公費負担について 

選挙運動に要する費用を公費負担するからには、適正な額が支出されなければなら

ないが、公費負担の状況を見ると、燃料代は、多くの候補者が選挙運動開始に際して

提出した確認申請書と終了後に提出した請求書の金額とが一致しており、不自然なも

のと言わざるを得ず、またポスター代は、７３名のうち５０名が限度額の請求である

が、その内訳は明らかでない。ハイヤー・タクシー方式の１件も限度額の請求である。 

これに対し、各区選管事務局は、関係書類の確認について、請求額が公費負担の限

度額の範囲内にあるかなどの形式的なものに留まっていたものと考えられる。 

また、「公費負担の手引」の記載例では、１日の使用量を２１０リットルとするも

のがあったが、このような記載例は、不適切である。 



実際に、伴走車の分まで含めて請求されるなどの誤りも生じており、２４名の候補

者が燃料代を返還したことに鑑みると、条例や規程に定める手続き等については、不

備な点があったと言わざるを得ず、関係書類や手続きを見直すことが必要であり、場

合によっては、条例改正も検討する必要があると考えられる。 

  ウ 選挙運動の公費負担に係る条例改正について 

 請求人は、条例について、ポスターの作成限度枚数がポスター掲示場の２倍である

こと、当該作成単価及びハイヤー・タクシー方式の限度額が高額であることなどを主

張し、早急に改正するよう勧告することを求めている。 

しかしながら、住民監査請求は、違法不当な公金の支出が行われた場合に地方自治

体の被った損害を補填させるため、返還などの必要な措置を求めるものであることか

ら、請求人が勧告を求めている条例改正は市議会において行われるべき事項であり、

住民監査請求としての要件を満たすものではないと判断する。 

（３）意見（要旨） 

選挙運動の公費負担は、候補者の選挙運動に要する費用について、公費をもって負担

する制度であることから、その運用は適正に行われなければならない。 

確認申請書や請求書が明らかに不自然で確認が必要である場合、各区及び市選管事務

局は、公費負担であることを十分に踏まえ、候補者あるいは燃料供給業者等に対し直接

確認を行うなど、適正に公費が支出されるような対応を図るべきである。 

市選管は、２４名の候補者が燃料代を返還した事実を真摯に受止め、燃料代等に係る

公費負担のあり方や経費の確認の仕組みを検討し、関係書類の様式変更や証拠書類の添

付を求めるなど、候補者あるいは燃料供給業者等が使用又は作成に要した金額を適正に

請求し、これを市が確認して支出するわかりやすい仕組みとすべきである。 

なお、本件選挙において、落選した候補者のうちにも、燃料代について、公費負担限

度額まで請求しているものや確認申請書と請求書の金額とが一致するものが見受けられ

たことから、市及び各区選管事務局においては、該当する候補者あるいは燃料供給業者

に対して、改めて確認を促すなどの対応を図ることが適当であると考える。 


